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連結資本関連情報（出資等エクスポージャーに関する事項） 開示項目一覧

［連結資本関連情報］ ［開示項目一覧］

◆出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等　

（注）投資信託の裏づけ資産のうち出資等エクスポージャーに該当するものは、全て上場株式等に含めております。

（単位：百万円）
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◆子会社・子法人等株式および関連法人等株式の貸借対照表計上額等　該当ありません。

◆貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額 該当ありません。
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◆報酬体系について

１.対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、
常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等
は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在
任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支
払う「退職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理事
全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては、役位や在任年数等を勘
案し、当金庫の経営会議において決定後、理事会に報告しております。
　各理事の賞与額につきましては、前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金
庫の経営会議において決定後、理事会に報告しております。
　また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議によ
り決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時
に総代会で承認を得た後、支払っております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、
主として次の事項を規程で定めております。
a. 決定方法　b. 支払手段　c. 決定時期と支払時期

（２）平成25年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）1.対象役員に該当する理事は10名、監事は1名です（期中に退任した者を含む）。
２.上記の内訳は、「基本報酬」181百万円、「賞与」13百万円、「退職慰労金」30百万円と

なっております。
なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に
繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

　「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除
く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

３.使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等
に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な
影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24
年3月29日付金融庁告示第22号）第3条第1項第3号及び第5号並びに第
2項第3号及び第5号に該当する事項はありませんでした。

２.対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」
は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連
結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同
等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産
の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成25年度において、対象職員等に該当する者はい
ませんでした。

（注）１.対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
２.「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対
　して2％以上の資産を有する会社等をいいます。

なお、平成25年度においては、該当する会社はありませんでした。
３.「同等額」は、平成25年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
４.平成25年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はい
　 ませんでした。

区　分
対象役員に対する報酬等 224

（単位：百万円）
支払総額
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東新田支店

用宗駅前支店

丸 子 支 店

中 田 支 店

小 鹿 支 店

向敷地支店

高 松 支 店

静岡市駿河区東新田4-11-22

静岡市駿河区用宗4-5-26

静岡市駿河区丸子2-1-13

静岡市駿河区中田本町6-20

静岡市駿河区小鹿865

静岡市駿河区向敷地305-4

静岡市駿河区高松2-1-12

TEL.054-257-0261

TEL.054-257-1391

TEL.054-259-2523

TEL.054-284-6730

TEL.054-281-0211

TEL.054-258-8501

TEL.054-238-7711

貸

本店営業部

安 東 支 店

横 内 支 店

番 町 支 店

片 羽 支 店

駒 形 支 店

研屋町支店

静岡市葵区昭和町2-1

静岡市葵区安東1-22-3

静岡市葵区横内町45-1

静岡市葵区八番町3-7

静岡市葵区材木町68-2

静岡市葵区駒形通4-10-3

静岡市葵区研屋町27

TEL.054-254-5533

TEL.054-245-9161

TEL.054-245-0121

TEL.054-252-9165

TEL.054-271-1321

TEL.054-253-6116

TEL.054-253-0131

貸

貸

沓 谷 支 店

城 北 支 店

瀬 名 支 店

羽 鳥 支 店

伝馬町新田支店

安倍口支店

静岡市葵区沓谷5-64-7

静岡市葵区北安東5-51-10

静岡市葵区瀬名川3-20-8

静岡市葵区羽鳥2-13-65

静岡市葵区新伝馬3-7-1

静岡市葵区安倍口新田17-6

TEL.054-261-8111

TEL.054-247-5311

TEL.054-262-2271

TEL.054-278-9311

TEL.054-273-1151

TEL.054-296-1221

静岡市駿河区大和2-4-21

静岡市駿河区下川原6-20-13

静岡市駿河区新川2-1-43

静岡市駿河区有東2-9-27

静岡市駿河区中野新田150-2

静岡市駿河区池田275-2

静岡市駿河区西脇929-1

TEL.054-285-3141

TEL.054-259-2611

TEL.054-285-8131

TEL.054-283-3211

TEL.054-282-3181

TEL.054-263-0131

TEL.054-283-6451

八 幡 支 店

用 宗 支 店

馬 渕 支 店

登 呂 支 店

大 里 支 店

池 田 支 店

西 脇 支 店

静岡市駿河区

草 薙 支 店

渋 川 支 店

高 部 支 店

折 戸 支 店

静岡市清水区草薙1-25-41

静岡市清水区渋川3-12-7

静岡市清水区押切75-3

静岡市清水区折戸1-9-6

TEL.054-346-5900

TEL.054-348-1621

TEL.054-347-7131

TEL.054-336-6950

静岡市清水区万世町2-10-19

静岡市清水区辻4-10-25

静岡市清水区大坪2-5-35

静岡市清水区神田町6-6

静岡市清水区下野中1-8

TEL.054-352-6178

TEL.054-365-2416

TEL.054-346-7333

TEL.054-352-1444

TEL.054-364-7321

清 水 支 店

矢 倉 支 店

大 坪 支 店

月 見 支 店

下 野 支 店

西小川支店

西焼津支店

焼津市西小川2-5-14

焼津市小柳津433-1

TEL.054-628-1211

TEL.054-626-2511

焼 津 支 店

石 津 支 店

焼津市焼津1-3-20

焼津市石津825-3

TEL.054-627-5611

TEL.054-624-4600

焼津市

高 洲 支 店 藤枝市高洲18-3 TEL.054-635-8281藤 枝 支 店 藤枝市岡出山3-3-20 TEL.054-643-2511

藤枝市

静岡市葵区

静岡市清水区

本　部 静岡市葵区昭和町2-1 TEL.054-254-8881

研修センター 静岡市清水区草薙1-25-41 TEL.054-346-5533

苦情等受付専門窓口「お客さまの声担当」（営業推進部内） 0120-0988-50
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